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適用条件

「生産性向上設備投資促進税制」が、まもなく終了となります。
今年の３月３１日までとなります（１月号でご案内）。
それに代わり、新たな優遇税制が、スタートします。３月の通常国会で法案成立が、前提となります。

【中小企業経営強化税制】
この創設される制度は、青色申告書を提出する中小企業者等で、平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日
までの間に以下の設備を取得した場合、税制の優遇が受けられます。

①経営力向上計画を経済産業省へ申請　→　認定を
受ける
②生産性向上設備（Ａ類型）を購入する場合
　（単品の機械・備品などを購入するケースが想定され

る）　→　メーカーから各工業会より発行される証明書
を取得する
③収益力強化設備（Ｂ類型）を購入する場合
　（工場新築・増築などに伴う　多くの機械・備品・建物

付属設備の購入するケースが想定される）　→　年平
均５％以上の投資利益率が見込まれる計画について
経済産業省から確認を受ける

　※医療保険業を行う事業者が取得する設備は、対象
外になる方向

対象設備

機械装置
工具（一部に限定あり）
器具備品
建物付属設備
ソフトウェア（一部に限定あり）

優遇内容

所　　見

　冒頭に書きました「生産性向上設備投資促進税制」が
この３月で終了するのですが、税制優遇の対象となる設
備に「建物」「太陽光発電パネル」などが含まれ、適用で
きる金額に上限を設けませんでした。それにより２億円す
る工場を全額減価償却により費用化したりできたため、税
収の減額が著しいためか制度終了となりました。
　しかし、引き続き事業者の設備投資を促進するため、

「建物」などを対象から外して新たに似たような制度をス
タートさせたような感じです。これから設備投資を考えてい
る事業者様は、設備購入前に手続きが必要なので、早め
の相談・行動が必要です。税理士や税務署、経済産業
省や中小企業庁などにお問い合わせ願います。ホーム
ページにも詳細が記載されています。   
      

新しい優遇税制　スタート！新しい優遇税制　スタート！
あおぞら 税理士法人（旧 兼子会計事務所）

 代表社員（代表取締役）　税理士　中田 和宏

あおぞら税理士法人
袋井市川井９５９-５　ＴＥＬ：０５３８-４２-３８７１

即時償却（１００％減価償却により費用化）
または購入金額の１０％（７％）分税金の控除
※機械装置（160万円以上）については、条件にあるよう

に「経営力向上計画」の認定を受けている場合、固定
資産税を３年間１／２に軽減されます。

　（市役所税務課へ提出する償却資産申告書にて適用
を受ける旨の記載が必要です）

　そのため、業績赤字の事業者でも恩恵が受けることが
できます。

サービス業部会「地域創生 産業・観光振興と街づくりの取り組みについて」視察研修

支部長・商工振興委員会　平成２８年度先進地視察研修実施（２月６日）
　今年度の視察研修会は、富士商
工会議所・㈱ＨＫＳ・吉原商店街にて
行いました。富士商工会議所では、古
郡専務理事より会議所全体の概要や
管内事業所の経済動向・職員の資
質向上計画等についてお話を伺いま
した。続いて、水本相談所長より商工
振興委員会の活動内容や職員との
関わり方（情報件数H28年実績867件）について説明を受けました。配布された資料に詳細が載っていましたが、商工振
興委員の様々な要望事項を職員が吸い上げて会議所事業に反映させる活動は、当商工会議所で実施している「会頭と
語る会」と内容が似ており、腹を割って話せる間柄になることがとても重要であると再認識させられました。次に訪問した㈱
ＨＫＳは、昭和48年に故長谷川社長（前富士宮CCI会頭）が興した自動車用の様々なパーツを中心に製造する企業で、
滅多に見ることの出来ない製造現場をガイド付きで見学させていただきました。19歳から75歳まで幅広い年代の方たち
が、知恵を出し合って「安全・安心且つ高性能」の商品を作り出している姿が印象的でした。最後に、吉原商店街を視察
し、振興組合の内藤理事長から事業概要や電子クーポンポイントサービス（国の実証実験）、神尾経営指導員より2月11
日・12日開催の「Ｂ－１グランプリ」に関するお話を聞き、成功する事業やまちづくりの裏側にある苦労を窺い知ることが出
来ました。その後、お2人に商店街を案内していただき、近年居酒屋やバー等の飲食店が表通りに出てきたことで、昼間は
シャッターが閉まっている店舗が複数あること等を聞きました。店舗数自体は当市と比較しても大変多く、相応の賑わいを
見せているようでした。

　　　㈱ＨＫＳ展示室にて　　　㈱ＨＫＳ展示室にて　　　㈱ＨＫＳ展示室にて富士商工会議所にて富士商工会議所にて富士商工会議所にて

　2月10日㈮～11㈯サービス業部会で、「地域創生 産業・観光振興と街づくりの取り組みについて」視察研修を実施し
ました。小山町役場からは内陸フロンティアへの取組み並びにふるさと納税推進事業について、小山町商工会からはふる
さと納税で地域創生 産業観光振興と街づくりの推進事業について、小田原箱根商工会議所からは地域における小田
原らしい魅力ある戦略的な経済対策の企画や運営「小田原箱根観光ビジョン策定」、小田原駅東通り商店街周辺の地
区再開発事業、まちづくり会社「まち 元気 おだわら」、特産品や隠れている優れた逸品の「ブランド認定事業」、「忍者」で

街おこし等について、現在までの経緯と今
後の展望をご説明頂き、合わせて施設を
見学でき大変勉強になりました。今後は今
まで以上に部会を超えた情報交換や各種
団体同士の交流が大切であり、必要だと
認識しました。サービス業部会としてもなる
べく多くの会員の皆様にこれからも情報発
信ができたらと思います。小田原箱根商工会議所小田原箱根商工会議所小田原箱根商工会議所　小田原城　小田原城　小田原城
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